
仕様書 

 

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会茨木病院（以下「甲」という）における、委託業者

（以下「乙」という）による来院者送迎業務の遂行に関する仕様書を次の通りとする。 

 

１．委託業務概要 

本業務は、来院者送迎業務に関する、送迎車の日常点検業務及び維持管理の運行管理業

務及び「甲」に通院する外来患者のシャトルバス送迎である。 

 

２．委託業務内容 

① 送迎車の日常点検業務及び維持管理 

② 運営報告書の作成 

③ 運行コース作成企画 

④ 事故処理全般及び発注者への報告 

 

３．運行日(稼働日数) 

年間約２８０日間 （休日＝日・祝日・第３土曜日・年末年始 12月 30日～ 

1月 3日・創立記念日(5月 30日)） 

４．運行時間管理 

平 日：７時３０分～１７時頃（休憩時間 1時間を含む） 

土曜日：７時３０分～１４時頃 

 

５．運行車両及び、台数 

１台（定員２５名以上） 

 

６．委託業務契約期間 

平成２７年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

 

７．受託者の要件 

① 安全運転を管理する責任者を配置していること 

② 運転担当者の選定審査を行っていること 

③ 運転担当者の教育研修を実施していること 

④ 医療福祉関係事業所の送迎業務の実績があること 

⑤ 将来の外来診療（透析患者送迎等）の拡大に伴う、運行時間及び運行車両 

台数変更に対応出来ること 

 

８．提出書類に含むべき内容 

① 見積書 



② 安全運転を管理する責任者に関する資料 

③ 運転者の選定審査に関する資料 

④ 運転者の教育研修に関する資料 

⑤ 医療福祉関係事業所の送迎業務に関する資料 

⑥ 新規運行コースの提案 

  ＊外来患者分布資料及び現状乗降実績を参考 

 

９．契約 

  詳細な条件に付いては受託者決定後、当該受託者と発注者において協議を実施。 

契約を締結するものとする。 

 

10．その他事項 

  ① 如何なる場合に於いても守秘義務を厳守し、業務上知り得た情報に付いては第

3者に漏洩させてはならない。 

  ② 契約期間中は、来院者が乗車する場合無償とする。（白ナンバー可）  

  ③ 送迎車は業務用及び自家用（オペレーティングリース等）どちらでも可とする。 

④ 燃料費は「甲」負担とする。 

                                  

以 上  

   


